候補者に交付される
物件及び証明書等受領書

	種　　類
	交付数
	使　用　目　的
	摘　　要

	選挙運動用自動車
表示旗
	１
	自動車冷却器等に
常時掲出
	

	選挙運動用拡声機
表示旗
	１
	拡声機送話口の下部等に常時掲出
	

	街頭演説用標旗
	１
	街頭演説の場合掲出
	

	自動車乗車用腕章
	４
	候補者、運転手1名以外の者が乗車中着用
	

	選挙運動員腕章
	１１
	街頭演説に従事する者が着用
	１標旗のもとに自動車乗車用腕章を通じて１５人以内に限る

	新聞広告掲載証明書
	２
	選挙運動のため新聞広告ができる（２回）
	

	選挙運動用通常葉書使用証明書

受領書
選挙郵便物差出票
	１

８
	通常葉書により選挙運動ができる

１枚の差出票により１００枚の葉書を差し出せる
	町議会議員選挙

　　　　８００枚

取扱局

日本郵便株式会社
鳥栖郵便局


	選挙運動用ビラ証紙
	1,600
	選挙管理委員会に届け出た２種類以内のビラに貼り付けし、選挙運動用ビラとして頒布することができる
	町議会議員選挙
　１，６００枚


○　交付物件及び証明書等は紛失した場合、原則として再交付しない。

○　交付物件及び証明書等は他人に譲渡してはならない。

　上記の交付物件及び証明書等を確かに受領しました。

　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　       　候補者名　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　       代理者名　　　　　　　　　　　　㊞
資料番号６








